
令和元年第２回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第４３号 別府市役所事務分掌条例の一部改正について 

議第４４号 別府市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例等の一部

改正について 

議第４５号 別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部改正について 

議第４６号 別府市税条例等の一部改正について 

議第４７号 別府市税特別措置条例の一部改正について 

議第４８号 別府市手数料条例の一部改正について 

議第４９号 別府市立学校規模適正化審議会条例の一部改正について 

議第５０号 別府競輪市民広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第５１号 別府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

議第５２号 別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

議第５３号 大所飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第５４号 別府市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 

議第５５号 別府市有温泉施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第５６号 別府市水道事業給水条例の一部改正について 

議第５７号 別府市火災予防条例の一部改正について 

議第５８号 工事請負契約の締結について 

議第５９号 土地の売払いについて 

議第６０号 動産の取得について 

議第６１号 市長専決処分について 

議第６２号 市長専決処分について 

議第６３号 市長専決処分について 

議第６４号 市長専決処分について 

議第６５号 市長専決処分について 

議第６６号 市長専決処分について 
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議第４３号  

   別府市役所事務分掌条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  公営競技を所掌する公営事業部及び健康に関する事務を統括するいきいき健

幸部を設置することに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  設置する部を次のとおり改正します。（第１条関係）  

現行 改正案  

総務部 

企画部 

観光戦略部  

経済産業部  

 

生活環境部  

福祉保健部  

 

建設部 

共創戦略室  

総務部 

企画部 

観光戦略部  

経済産業部  

公営事業部  

生活環境部  

福祉共生部  

いきいき健幸部  

建設部 

共創戦略室  

３ 施行期日 令和元年１０月１日  

４ 担当課 企画部総合政策課  

 

議第４４号  

   別府市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例等の 

   一部改正について 

１ 趣旨 

  消費税及び地方消費税の現行の税率８％が令和元年１０月１日から１０％に

引き上げられることに伴い、使用料等を改定するため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 原則として、現行の使用料等の額について、１００分の１０８で除して得

た額に１００分の１１０を乗じて得た額に改定します。  

 (2) 「１００分の１０８」又は「８パーセント」と規定している場合は、「１０

０分の１１０」又は「１０パーセント」に改めます。  

 (3) 次の表の３７本の条例を条建てでまとめて改正します。  

条番号 改正する条例  

第１条 別府市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例  
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第２条 別府市使用料の徴収に関する条例  

第３条 別府市立学校の設置及び管理に関する条例  

第４条 別府市公民館条例  

第５条 別府市市民会館の設置及び管理に関する条例  

第６条 別府市美術館の設置及び管理に関する条例  

第７条 別府市浜田温泉資料館の設置及び管理に関する条例  

第８条 別府市コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例  

第９条 別府市野口ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例  

第１０条 別府市春木川ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例  

第１１条 別府競輪場ふれあい会館の設置及び管理に関する条例  

第１２条 別府市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例  

第１３条 別府市ふれあい広場・サザンクロスの設置及び管理に関する条例  

第１４条 別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例  

第１５条 別府市社会福祉会館の設置及び管理に関する条例  

第１６条 別府市保健センターの設置及び管理に関する条例  

第１７条 別府市児童館の設置及び管理に関する条例  

第１８条 別府市野口原ゲートボール場の設置及び管理に関する条例  

第１９条 別府市身体障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例  

第２０条 別府市人権啓発センターの設置及び管理に関する条例  

第２１条 別府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例  

第２２条 別府市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例  

第２３条 別府市駐車場の設置及び管理に関する条例  
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第２４条 別府市公設地方卸売市場条例  

第２５条 別府市まちなか交流館の設置及び管理に関する条例  

第２６条 別府市竹細工伝統産業会館の設置及び管理に関する条例  

第２７条 別府市勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例  

第２８条 
別府市営阿蘇くじゅう国立公園志高湖野営場の設置及び管理
に関する条例  

第２９条 別府市神楽女駐車場の設置及び管理に関する条例  

第３０条 地獄蒸し工房鉄輪の設置及び管理に関する条例  

第３１条 別府市道路占用料徴収条例  

第３２条 別府市普通河川取締条例  

第３３条 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例  

第３４条 別府国際観光港多目的広場の設置及び管理に関する条例  

第３５条 別府市餅ケ浜桟橋の設置及び管理に関する条例  

第３６条 別府市営湯都ピア浜脇の設置及び管理に関する条例  

第３７条 別府市下水道条例  

３ 施行期日 令和元年１０年１日 

４ 担当課 総務部総務課  

 

議第４５号  

   別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第２の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成２６年内閣府・総

務省令第７号）の一部が改正され、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に

規定する事務で生活保護実施関係情報の情報連携が定められたことに伴い、条

例を改正します。  

２ 議案の内容  
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 (1) 別表第２の５の項（予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する

事務関係）に定める利用できる特定個人情報から「生活保護関係情報」を削

ります。 

 (2) その他字句の整備を行います。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部総務課  

 

議第４６号  

   別府市税条例等の一部改正について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）の規定に基づき、

条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 令和３年度以後の各年度分の個人の市民税について、単身児童扶養者を非

課税措置の対象に加えます。（第２４条関係）  

 (2) 市民税に関する申告書を提出するときは、その記載事項の一部を簡素化し

ます。（第３６条の２関係）  

 (3) 法人の市民税に係る納税申告書等について、地方税関係手続用電子情報処

理組織を使用して行う方法による提出を義務付けられた内国法人が、電気通

信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用することが困難であると認められる場合で、市長の承認を受けたとき

は、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用しないで納税申告書等を提出

することができることとする等の所要の措置を講じます。（第４８条関係）  

 (4) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４５１条第１項第１号に掲げる

軽自動車（自家用のものに限る。）について、当該軽自動車の取得が特定期間

に行われたときに限り、軽自動車税の環境性能割を非課税とします。（附則第

１５条の２関係）  

 (5) 県知事は、当分の間、納付すべき環境性能割の額について、不足額が生じ

た原因が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたこと

を事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであ

るときは、当該認定等の申請をした者等を当該不足額に係る軽自動車税の取

得者とみなして、環境性能割に関する規定を適用すること等の措置を講じま

す。（附則第１５条の２の２関係）  

 (6) 自家用の軽自動車であって乗用のものに対する環境性能割の税率は、当該
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軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、１００分の１とします。

（附則第１５条の５関係）  

 (7) 令和元年度及び令和２年度に初回車両番号指定を受けた軽自動車で排出

ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ないものについて、翌年度分の

軽自動車税の種別割を軽減します。（附則第１６条関係）  

 (8) 令和３年度及び令和４年度に初回車両番号指定を受けた電気軽自動車及

び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車のうち、自家用の乗用のも

のについて、翌年度分の軽自動車税の種別割を軽減します。（附則第１６条関

係） 

 (9) 納付すべき軽自動車税の種別割の額について、不足額が生じた原因が偽り

その他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として

国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときは、当該

認定等の申請をした者等を当該不足額に係る軽自動車税の所有者とみなし

て、種別割に関する規定を適用すること等の措置を講じます。（附則第１６条

の２） 

３ 施行期日 令和元年１０月１日。一部は、公布の日、令和２年１月１日、令

和３年１月１日及び令和３年４月１日  

４ 担当課 総務部市民税課 

 

議第４７号  

   別府市税特別措置条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２

５条の地方公共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号）の一部が

改正され、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律（平成１９年法律第４０号）第２５条に規定する総務省令で定める施設の

要件である地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の期限が延長

されたこと、及び租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の一部が改正さ

れ、条例が引用する条項に移動が生じたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 促進区域内における固定資産税の課税免除の要件である地域経済牽引事

業の促進に関する基本的な計画の同意の期限を令和３年３月３１日まで延

長します。（第２条関係）  

 (2) 租税特別措置法の一部改正に伴う引用条項のずれに対応します。（第３条
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関係） 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部資産税課  

 

議第４８号  

   別府市手数料条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴い、既存の１の建

築物について行われる２以上の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定申請手

数料等を定めるため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 次のア及びイに掲げる場合における用途地域における建築等許可申請に

係る手数料を定めます。（別表第６の１２の項関係）  

ア 建築基準法第４８条第１５項の規定による意見の聴取及び同意の取得

を要しない場合  

イ 建築基準法第４８条第１５項の規定による同意の取得を要しない場合  

 (2) 建築基準法第５３条第５項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例

の許可に関し、当該許可の申請に係る手数料を定めます。（別表第６の１５の

項関係） 

 (3) 既存の１の建築物について行われる２以上の用途の変更に伴う工事の全

体計画の認定申請及び変更の認定申請に係る手数料を定めます。（別表第６

の４５の項、４６の項関係）  

 (4) 建築物の他の用途での一時的な使用の許可申請に係る手数料を定めます。

（別表第６の４７の項、４８の項関係）  

 (5) 建築基準法の一部改正に伴う引用条項のずれに対応します。  

３ 施行期日 公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律

第６７号）の施行の日のいずれか遅い日  

４ 担当課 建設部建築指導課  

 

議第４９号  

   別府市立学校規模適正化審議会条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  別府市教育委員会事務局の名称を「別府市教育庁」から「別府市教育部｣に変

更することに伴い、条例を改正します。  
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２ 議案の内容  

  第７条を次のように改めます。  

第７条 審議会の庶務は、教育庁別府市教育部において処理する。  

３ 施行期日 令和元年１０月１日  

４ 担当課 教育委員会教育政策課  

 

議第５０号  

   別府競輪市民広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  次の理由により条例を改正します。  

 (1) 消費税及び地方消費税の現行の税率８％が令和元年１０月１日から１

０％に引き上げられること。 

 (2) １月入浴券を設けること。 

２ 議案の内容  

 (1) 別表の広場使用料の額について、１００分の１０８で除して得た額に１０

０分の１１０を乗じて得た額に改定します。 

 (2) 別表の入浴料に、１月入浴券１，５４０円を定めます。  

３ 施行期日 令和元年１０月１日  

４ 担当課 経済産業部公営競技事務所  

 

議第５１号  

   別府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

の一部改正について  

１ 趣旨 

  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定に基づき条例を定めるに当

たり従うべき基準等を定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）の一部が改正され、放課後児童支援

員の認定資格研修について、都道府県知事に加え指定都市の長が実施できると

されたこと、並びに放課後児童健全育成事業における対象児童及び事業所の設

備基準に係る経過措置を見直すことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加えます。  

 (2) 附則第２条及び第３条中経過措置の期限を「平成３２年３月３１日」から
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「令和７年３月３１日」に延長します。 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉保健部子育て支援課  

 

議第５２号  

   別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

１ 趣旨 

  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定に基づき条例を定めるに当

たり従うべき基準等を定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６１号）の一部が改正され、保育所等との連携に

関する基準及び連携施設に関する経過措置が改められたことに伴い、条例を改

正します。  

２ 議案の内容  

  省令の改正内容と同様の内容で改正します。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉保健部子育て支援課  

 

議第５３号  

   大所飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  次の理由により条例を改正します。  

 (1) 消費税及び地方消費税の現行の税率８％が令和元年１０月１日から１

０％に引き上げられること。 

 (2) 臨時給水の料金を見直すこと。 

２ 議案の内容  

 (1) 普通給水の料金及び給水装置の新設等に係る新規加入金の額について、１

００分の１０８で除して得た額に１００分の１１０を乗じて得た額に改定

します。（第８条第２項、第９条関係）  

 (2) 臨時給水の料金について、「４８８円」を「２４８円」に改定します。（第

８条第２項関係）  

３ 施行期日 令和元年１０月１日  

４ 担当課 生活環境部環境課  
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議第５４号  

   別府市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  土地改良法の一部を改正する法律（平成３０年法律第４３号）により、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）の一部が改正され、条例が引用する条に

移動が生じたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  第１条中「（土地改良法）第３６条の２第１項」を「第３６条の３第１項」に

改めます。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 経済産業部農林水産課  

 

議第５５号  

   別府市有温泉施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  次の理由により条例を改正します。  

 (1) 別府海浜砂湯の開館時間を見直すこと。  

 (2) 消費税及び地方消費税の現行の税率８％が令和元年１０月１日から１

０％に引き上げられること。  

 (3) 都市公園事業により設置する公園施設に係る温泉供給使用料を定めるこ

と。 

２ 議案の内容  

 (1) 別府海浜砂湯の開館時間を次のように改正します。（第１８条の３関係）  

現 行 改正案  

４月から１０月までにあっては午前

８時３０分から午後６時まで、１１

月から翌年３月までにあっては午前

９時から午後５時まで  

３月から１１月までにあっては午前

８時３０分から午後６時まで、１２

月から翌年２月までにあっては午前

９時から午後５時まで  

 (2) 温泉供給使用料及び温泉施設使用料の額について、１００分の１０８で除

して得た額に１００分の１１０を乗じて得た額に改定します。（別表第２、別

表第３関係） 

 (3) 別表第２の（その１）の表に次の温泉供給使用料を加えます。  

区 分 金 額 
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都市公園事業により設置する

公園施設 

１口につき月額 ５，５００円  

１口を超える端数は１キロリットルにつき

月額 １，１００円 

３ 施行期日 令和元年１０月１日  

４ 担当課 観光戦略部温泉課  

 

議第５６号  

   別府市水道事業給水条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  次の理由により条例を改正します。  

 (1) 消費税及び地方消費税の現行の税率８％が令和元年１０月１日から１

０％に引き上げられること。 

 (2) 船舶給水、臨時給水、地熱発電給水及び公共給水の水道料金を見直すこと。 

２ 議案の内容  

 (1) 普通給水、市営温泉給水及び区営・地区温泉給水の水道料金並びに新規加

入金について、１００分の１０８で除して得た額に１００分の１１０を乗じ

て得た額に改定します。（第２４条、第３２条関係） 

 (2) 船舶給水、臨時給水、地熱発電給水及び公共給水の１立方メートル当たり

の水道料金について、次のように改定します。（第２４条関係） 

給水の用途  現 行 改正案 

船舶給水 ４８８円 ２４８円  

臨時給水 ４８８円 ２４８円  

地熱発電給水  １５２円 １７６円  

公共給水 
１２６円を超えない範囲内

で管理者が定める。  
１２８円 

３ 施行期日 令和元年１０月１日  

４ 担当課 水道局営業課  

 

議第５７号  

   別府市火災予防条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省

令（平成１６年総務省令第１３８号）の一部が改正され、住宅用防災警報器又
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は住宅用防災報知設備を設置しないことができる基準が追加されたこと等に伴

い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 「日本産業規格」の次に「（産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第

２０条第１項の日本産業規格をいう。）」を加えます。（第１６条関係）  

 (2) 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置が免除される場合とし

て設置すべきスプリンクラー設備について、閉鎖型スプリンクラーヘッドの

規格を「作動時間が６０秒以内」から「種別が１種」に改めます。（第２９条

の５第１号関係）  

 (3) 特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、住宅用防災警報器

又は住宅用防災報知設備を設置しないことができる基準を加えます。（第２

９条の５第６号関係） 

３ 施行期日 公布の日。一部は、令和元年７月１日  

４ 担当課 消防本部予防課  

 

議第５８号  

   工事請負契約の締結について 

１ 趣旨 

  旧南小学校跡地活用事業公共施設整備業務の設計施工一括の工事請負契約の

締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成２年別府市条例第１７号）第２条の規定により、議会の議決を求めま

す。 

２ 議案の内容  

 (1) 契 約 の 目 的 旧南小学校跡地活用事業 公共施設整備業務  

 (2) 契 約 の 方 法 公募型プロポーザル方式による随意契約  

 (3) 契 約 の 金 額 ６３０，８５０，０００円（うち消費税及び地方消費税の

額５７，３５０，０００円） 

 (4) 契約の相手方 旧南小活用事業コンソーシアム公共施設建設ＪＶ  

           別府市石垣東八丁目２番１７号  

            株式会社平野工務店  

             代表取締役 平 野  英 壽 

           別府市大字鶴見２８９７番地の２  

            株式会社安部勇建設  
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             代表取締役 安 部  勇 

           大分市三芳４５９番地  

            Ｋ２構造設計株式会社  

             代表取締役 河 野  浩 二 

           大分市西大道二丁目５番１８号  

            アトリエテイク一級建築士事務所  

             代表 竹 宮  浩 一 郎 

３ 担当課 建設部都市政策課  

 

議第５９号  

   土地の売払いについて 

１ 趣旨 

  旧南小学校跡地活用事業の実施に伴い、旧南小学校跡地の一部を売払いする

ことについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第３条の規定により議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 対象土地（当該土地上の体育館、倉庫その他の既存施設を含む。）  

   別府市南町３５６６番７５ 地積５，７４２．５８㎡ 

 (2) 売払いの相手方  

   別府市餅ケ浜町１０番８号  

    株式会社別大興産  

     代表取締役 伊 勢 戸  英 世 

   ※ 株式会社別大興産は、旧南小学校跡地活用事業基本協定の相手方であ

る旧南小活用事業コンソーシアムの構成企業（事業代表企業）である。  

 (3) 売払代金の額  

   １４１，００３，７３６円 

３ 担当課 建設部都市政策課  

 

議第６０号  

   動産の取得について 

１ 趣旨 

  動産を買い入れることについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めます。  
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２ 議案の内容  

 (1) 取得動産 消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型 １台 

 (2) 契約金額 ２９，０４０，０００円  

        （うち消費税及び地方消費税の額２，６４０，０００円） 

 (3) 契約の相手方 別府市亀川中央町９組  

           九州丸防設備株式会社別府支店  

            支店長 森  成 仁 

３ 担当課 消防本部庶務課 

 

議第６１号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）が平成３１年３

月２９日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改

正を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

市長において専決処分しましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、

その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成３１年別府市条例第１１号  

        別府市税条例の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 平成３１年３月２９日  

 (3) 主な改正内容  

  ア 特例控除額の控除対象となる寄付金を、総務大臣が定める基準に適合し

総務大臣の指定を受けた都道府県等に対する寄付金（特例控除対象寄付金）

とします。（第３４条の７、附則第９条、附則第９条の２関係） 

  イ 住宅借入金等特別税額控除が適用される期間について、平成４５年度分

の個人の市民税までに延長します。（附則第７条の３の２関係）  

  ウ 住宅借入金等特別税額控除の適用について、納税通知書が発送される時

までに提出された申告書に当該控除に関する事項の記載があること等の要

件を不要とすることとします。（附則第７条の３の２関係）  

  エ 引用する地方税法及び地方税法施行令の条項の移動に伴い、所要の改正

をします。（附則第９条、附則第１０条の２、１０条の３関係） 

  オ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）に規定する高規格堤防の整備に係

る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋につい
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て移転補償金を受けた者が、代替家屋に係る固定資産税額の減額措置の適

用を受けようとする場合にすべき申告について規定します。（附則第１０条

の３関係）  

  カ 平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等について規定します。（附則第１０条の４関係）  

  キ 平成２９年度及び平成３０年度に初回車両番号指定を受けた３輪以上の

軽自動車で排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負荷の少ないものにつ

いて、翌年度分の軽自動車税の税率を軽減します。（附則第１６条関係）  

  ク その他字句の整備を行います。  

 (4) 施行期日 平成３１年４月１日。一部は、同年６月１日  

３ 担当課 総務部市民税課、資産税課  

 

議第６２号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）が平成３１年３

月２９日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改

正を地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しま

したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成３１年別府市条例第１２号  

        別府市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 (2) 処分年月日 平成３１年３月２９日 

 (3) 主な改正内容  

   引用する地方税法の条項の移動等に伴い、所要の改正をします。 

 (4) 施行期日 平成３１年４月１日 

３ 担当課 総務部資産税課 

 

議第６３号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成３１年３月２９日に公布され、

同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を地方自治法第１７

９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分したので、同条第３項の規
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定により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成３１年別府市条例第１３号  

        別府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 平成３１年３月２９日  

 (3) 主な改正内容  

  ア 国民健康保険税の基礎課税額の上限を、５８万円から６１万円にします。

（第３条第２項、第２５条関係）  

  イ 国民健康保険税の減額の基準について、５割減額の対象となる所得の算

定において被保険者の数に乗ずべき金額を２８万円（改正前２７万５千円）

に、２割減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金

額を５１万円（改正前５０万円）に引き上げます。（第２５条関係）  

 (4) 施行期日 平成３１年４月１日 

３ 担当課 生活環境部保険年金課 

 

議第６４号  

   市長専決処分について 

    別府市介護保険条例の一部を改正する条例  

１ 趣旨 

  介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を

改正する政令（平成３１年政令第１１８号）が平成３１年３月２９日に公布さ

れ、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分したので、同条第３項

の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成３１年別府市条例第１４号 

        別府市介護保険条例の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 平成３１年３月２９日 

 (3) 主な改正内容  

   条例第３条第１項第１号、第２号及び第３号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る平成３１年度及び平成３２年度の各年度に

おける保険料率は、次のとおりとします。（第３条関係）  

第１号被保険者  改正前の保険料率  改正後の保険料率  
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条例第３条第１項第１号 ３２，１００円  ２６，７００円  

条例第３条第１項第２号 ５３，５００円  ４４，６００円  

条例第３条第１項第３号 ５３，５００円  ５１，７００円  

 (4) 施行期日 平成３１年４月１日  

３ 担当課 福祉保健部高齢者福祉課  

 

議第６５号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法第４０４条第２項の規定に基づく固定資産評価員の選任を地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しましたので、同

条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 処分事項 地方税法第４０４条第２項の規定に基づく固定資産評価員の

選任 

         別府市職員 内 田  剛 

 (2) 処分年月日 平成３１年４月１日 

３ 担当課 総務部資産税課 

 

議第６６号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法第４０４条第２項の規定に基づく固定資産評価員の選任を地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しましたので、同

条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 処分事項 地方税法第４０４条第２項の規定に基づく固定資産評価員の

選任 

         別府市職員 有 田  純 一 

 (2) 処分年月日 令和元年５月２７日 

３ 担当課 総務部資産税課 

 


